
証明書の交付窓口・受付時間

証明書の種類と交付手数料

証明書の交付が受けられる方

①税務署または練馬区に税の申告をした
②勤務先が区に給与支払報告書を提出した
③前年中に公的年金等を受給した
④	前記①～③の方に税法上扶養されている（証明内容に一部制
限があります）
※	①～④以外の方は、事前に申告の手続きが必要です。
※	証明書は、6年1月1日現在お住まいの区市町村で交付します。

● 区民事務所…平日午前8時30分～午後7時
※	練馬区民事務所のみ土曜午前9時～午後5時も受け付けています（祝休日を除く）。
● 税務課…平日午前8時30分～午後5時
● 郵便局（下表の11カ所）…平日午前9時～午後4時
※	申請時、区に住民登録している本人や住民票上同一世帯の親族に限ります。

1 課税（非課税）証明書
　所得金額や課税額を記載したもの　※前年中の所得証明書と
しても利用できます（例：6年度の証明書には5年1～12月中の所
得金額を記載）。
2 納税証明書

1の課税証明書に納税額を記載したもの

〈 交付手数料 〉
　いずれも1通300円。
※	新型コロナの影響により、貸付や融資などの手続きを行う方
は無料になります（コンビニ、証明書発行機を除く）。

納税通知書を発送します

　6年度証明書は6月10日㈪から交付します。
課税（非課税）証明書などを交付します

問合せ 税務課税証明・軽自動車税担当（区役所本庁舎4階）☎5984-4536

郵便局名（所在地）

練馬桜台二（桜台2-17-13）

練馬貫井（貫井5-10-4）

練馬春日南（春日町1-12-3）

練馬土支田（土支田2-29-16）

練馬旭町（旭町2-43-11）

練馬田柄二（田柄2-19-36）

練馬北町（北町1-32-5）

練馬高野台駅前（高野台1-7-3）

練馬関一（関町南1-6-1）

練馬南大泉五（南大泉5-21-24）

大泉（大泉学園町4-20-23）

証明書の交付に必要なもの

本人による申請

本人確認ができるもの
○	1点の提示でよいもの…官公署発行の顔写真付き証明書（マイ
ナンバーカード、運転免許証、在留カードなど）
○	2点以上の提示が必要なもの…官公署発行の顔写真のない
証明書（健康保険証、介護保険証など）

代理人による申請　※郵便局ではできません。

① 委任状（申請者本人が自署したもの）
※	見本は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

② 代理人の本人確認ができるもの（前記の「本人による申請」と
同じもの）

※	郵送での申請、夜間・休日の受け取り(要予約)に
ついては、区ホームページやわたしの便利帳を
ご覧ください。

令和6年度 特別区民税・都民税（住民税）のお知らせ

　6年度住民税は、5年1～12月の所得に対して課
税され、6年1月1日現在お住まいの区市町村に納め
ることになっています。個人で納める方と公的年
金から差し引かれる方には、6年度の納税通知書
を6月10日㈪に発送します。個人で納める方の第
1期分の納期限は7月1日㈪です。

※	6年度から納税通知書には森林環境税（年額
1,000円）も含まれています。
※	給与から差し引かれる方には、5月20日に税額
通知書を勤務先に発送しました。

問合せ
課税内容（税額）などについて…区税第一～第四係☎5984-4537
納付相談について…納付案内センター☎5984-4547
納付方法について…個人収納係☎5984-4542

※	個人事業主で個別相談を希望
する方は、管轄の税務署にお
問い合わせください。▶問合せ：
税務署【練馬東☎6371-2332、
練馬西☎3867-9711】

　定額減税しきれない方に、給付
金を支給します。詳しくは、区報
6月21日号でお知らせします。▶
問合せ：練馬区物価高騰対策給付
金コールセンター☎0120-186-
906（平日午前9時～午後5時）

納め忘れのない
口座振替のご利用を

　口座振替の申し込みは、スマホ・パソコ
ンからできます。納付書の情報があれば、
キャッシュレスも利用できます。
詳しくは、区ホームページをご覧
ください。

ウェブで簡単

マイナンバー
カードを使って
便利に
申請

● コンビニなどでお得に取得できます ● オンライン申請が利用できます
マイナンバーカードを利用してコンビニや区民事務所の証明書発行機で取得
する場合の手数料は、１通200円です。利用には、マイナンバーカードに登録
した電子証明書の暗証番号（数字４桁）が必要です。▶時間：コンビニ…午前６時
30分～午後11時、区民事務所の証明書発行機…平日午前８時30分～午後７時

オンライン申請の場合、証明書を郵送で受
け取ることができます（1通300円）。
※別途郵送料が掛かります。詳しく
は、区ホームページをご覧ください。

証明書

定額減税のお知らせ
物価高騰対策給付金の

お知らせ

予告

税の種類 課税主体 問合せ 減税額

住民税
（所得割） 練馬区 区税第一～第四係

☎	5984-4537
納税者本人・
配偶者を
含む扶養親族

1人につき
1万円

所得税 国
給与支払者向け
所得税定額減税
コールセンター
☎0570-02-4562（※）

1人につき
3万円

区では
住民税の
減税を
行います！

　住民税と所得税で、右
表のとおり定額減税が実
施されます。詳しくは、
各ホームページをご覧く
ださい。
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記事のタイトルをクリックすると、当該記事のホームページに遷移します。※ページがない場合は、遷移しません。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/oshirase/nozeituti.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/osamekata/index.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/seido/6zeiseikaisei.html
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/oshirase/tyouseikyufukin.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/shomei/juuminzei_shoumei/index.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/shomei/juuminzei_shoumei/index.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/shomei/juuminzei_shoumei/index.html



